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(57)【要約】
【課題】消費電力の状況を、ユーザの所望に応じた見易
い態様で表示することができる電力管理装置、電力管理
方法、および電力管理システムを提供する。
【解決手段】電力管理装置１０は、負荷機器６４の消費
電力を検出する複数の電力検出部（５２，６２）のうち
の少なくともいずれかにより検出した消費電力の情報を
、電力検出部（５２，６２）の種類ごとに異なる表示態
様で表示可能に出力する制御部１３を備えることを特徴
とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　負荷機器の消費電力を検出する複数の電力検出部のうちの少なくともいずれかにより検
出した消費電力の情報を、電力検出部の種類ごとに異なる表示態様で表示可能に出力する
制御部を備えることを特徴とする、電力管理装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記消費電力の情報を取得する際、当該消費電力の情報を検出した電力
検出部の識別情報とともに取得し、当該識別情報に基づいて表示態様を異ならせる、請求
項１に記載の電力管理装置。
【請求項３】
　前記制御部は、前記消費電力の情報のうち、所定数だけ選択されたものが表示されるよ
うに出力する、請求項１または２に記載の電力管理装置。
【請求項４】
　前記制御部は、前記消費電力の情報が一列に並んで表示されるように出力する、請求項
１から３のいずれか１項に記載の電力管理装置。
【請求項５】
　前記制御部は、前記消費電力の情報が所定の条件に従って並べ替えて表示されるように
出力する、請求項４に記載の電力管理装置。
【請求項６】
　前記制御部は、前記消費電力の情報が、当該消費電力を検出した電力検出部に対応する
画像に関連付けて表示されるように出力する、請求項１から５のいずれか１項に記載の電
力管理装置。
【請求項７】
　前記制御部は、前記消費電力の情報が、当該消費電力を検出した電力検出部に対応する
文字列に関連付けて表示されるように出力する、請求項１から６のいずれか１項に記載の
電力管理装置。
【請求項８】
　前記制御部は、負荷機器のプラグとソケットとを中継する電力検出部が検出した消費電
力の情報を取得する、請求項１から７のいずれか１項に記載の電力管理装置。
【請求項９】
　前記制御部は、分電盤の電流を検出する電力検出部が検出した消費電力の情報を取得す
る、請求項１から８のいずれか１項に記載の電力管理装置。
【請求項１０】
　前記制御部は、前記負荷機器に備えられ当該負荷機器の消費電力を検出する電力検出部
が検出した消費電力の情報を取得する、請求項１から９のいずれか１項に記載の電力管理
装置。
【請求項１１】
　負荷機器の消費電力を検出する複数の電力検出部のうちの少なくともいずれかにより検
出した消費電力の情報を当該電力検出部の識別情報とともに取得するステップと、
　前記取得した消費電力の情報を、ともに取得した識別情報に基づいて、当該電力検出部
の種類に応じた表示態様で表示可能に出力するステップと、
　を有することを特徴とする電力管理装置における電力管理方法。
【請求項１２】
　負荷機器の消費電力を検出する複数の電力検出器と、前記複数の電力検出器から取得し
た消費電力の情報を管理する電力管理装置と、を有する電力管理システムであって、
　前記電力管理装置は、
　前記複数の電力検出器のうちの少なくともいずれかにより検出した消費電力の情報を当
該電力検出器の識別情報とともに取得して、当該消費電力の情報を、当該識別情報に基づ
いて、当該電力検出器の種類に応じた表示態様で表示可能に出力する制御部を備える
　ことを特徴とする、電力管理システム。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電力管理装置、電力管理方法、および電力管理システムに関するものである
。より詳細には、本発明は、例えば家電製品の消費電力などの情報を取得して、当該情報
を表示部の画面などに表示することができる電力管理装置、電力管理方法、および電力管
理システムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年の省エネルギーに対する意識の高まりを受けて、一般家庭などにおいてもＨＥＭＳ
(Home Energy Management System)のような電力管理装置を設置して、家庭などにおける
消費電力の状況を把握しようとするニーズが高まっている。
【０００３】
　従来、家庭などに設置された負荷機器の消費電力を測定する際に用いるものとして、い
くつかの測定手段が知られている。例えば、ＣＴ(Current Transformer)センサなどの電
流センサを用いることにより、電力管理装置は、負荷機器の消費電力の情報を取得するこ
とができる。また、例えば家電製品などのコンセントにコンセントアダプタを設置して測
定した結果に基づいて、電力管理装置などの画面に消費電力の情報を表示する技術が提案
されている（例えば特許文献１参照）。このようなコンセントアダプタとしては、例えば
スマートタップのようなものが知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－１５３８６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来、消費電力の状況を表示する例えばＨＥＭＳのような電力管理装置
は、当該消費電力の状況を一般ユーザにとって見易い態様で表示することはできなかった
。また、このような電力管理装置は、取得した情報を表示する際の表示態様を、ユーザの
所望に応じて変更することもできなかった。
【０００６】
　したがって、本発明の目的は、消費電力の状況を、ユーザの所望に応じた見易い態様で
表示することができる電力管理装置、電力管理方法、および電力管理システムを提供する
ことにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成する第１の観点に係る電力管理装置の発明は、
　負荷機器の消費電力を検出する複数の電力検出部のうちの少なくともいずれかにより検
出した消費電力の情報を、電力検出部の種類ごとに異なる表示態様で表示可能に出力する
制御部を備えることを特徴とするものである。
【０００８】
　また、前記制御部は、前記消費電力の情報を取得する際、当該消費電力の情報を検出し
た電力検出部の識別情報とともに取得し、当該識別情報に基づいて表示態様を異ならせて
もよい。
【０００９】
　また、前記制御部は、前記消費電力の情報のうち、所定数だけ選択されたものが表示さ
れるように出力してもよい。
【００１０】
　また、前記制御部は、前記消費電力の情報が一列に並んで表示されるように出力しても
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よい。
【００１１】
　また、前記制御部は、前記消費電力の情報が所定の条件に従って並べ替えて表示（例え
ばソート）されるように出力してもよい。
【００１２】
　また、前記制御部は、前記消費電力の情報が、当該消費電力を検出した電力検出部に対
応する画像（例えばアイコン）に関連付けて表示されるように出力してもよい。
【００１３】
　また、前記制御部は、前記消費電力の情報が、当該消費電力を検出した電力検出部に対
応する文字列（例えば家電製品の名称）に関連付けて表示されるように出力してもよい。
【００１４】
　また、前記制御部は、負荷機器のプラグとソケットとを中継する電力検出部（例えばス
マートタップ）が検出した消費電力の情報を取得してもよい。
【００１５】
　また、前記制御部は、分電盤の電流を検出する電力検出部（例えばＣＴセンサ）が検出
した消費電力の情報を取得してもよい。
【００１６】
　また、前記制御部は、前記負荷機器に備えられ当該負荷機器の消費電力を検出する（例
えばECHONET Lite等のプロトコルに準拠した）電力検出部が検出した消費電力の情報を取
得してもよい。
【００１７】
　また、上記目的を達成する第２の観点に係る電力管理装置における電力管理方法の発明
は、
　負荷機器の消費電力を検出する複数の電力検出部のうちの少なくともいずれかにより検
出した消費電力の情報を当該電力検出部の識別情報とともに取得するステップと、
　前記取得した消費電力の情報を、ともに取得した識別情報に基づいて、当該電力検出部
の種類に応じた表示態様で表示可能に出力するステップと、
　を有することを特徴とするものである。
【００１８】
　また、上記目的を達成する第３の観点に係る発明は、
　負荷機器の消費電力を検出する複数の電力検出器と、前記複数の電力検出器から取得し
た消費電力の情報を管理する電力管理装置と、を有する電力管理システムであって、
　前記電力管理装置は、
　前記複数の電力検出器のうちの少なくともいずれかにより検出した消費電力の情報を当
該電力検出器の識別情報とともに取得して、当該消費電力の情報を、当該識別情報に基づ
いて、当該電力検出器の種類に応じた表示態様で表示可能に出力する制御部を備える
　ことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明に係る電力管理装置、電力管理方法、および電力管理システムによれば、消費電
力の状況を、ユーザの所望に応じた見易い態様で表示することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本発明の実施形態に係る電力管理システムを概略的に示す機能ブロック図である
。
【図２】本発明の実施形態に係る電力監視装置などの内部を概略的に示す機能ブロック図
である。
【図３】本発明の実施形態に係る電力監視装置による消費電力データの出力処理を説明す
るフローチャートである。
【図４】本発明の実施形態に係る電力監視装置による消費電力データの変更処理を説明す
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るフローチャートである。
【図５】本発明の実施形態に係る電力監視装置により出力された情報を表示した例を示す
図である。
【図６】本発明の実施形態に係る電力監視装置により出力された情報を変更した例を示す
図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。
【００２２】
　図１は、本発明の実施形態に係る電力管理システムを概略的に示す機能ブロック図であ
る。図１に示すように、本実施形態に係る電力管理システム１は、主として、電力管理装
置１０と、端末２０およびパーソナルコンピュータ（ＰＣ）３０の少なくとも１つと、を
含んで構成される。また、電力管理システム１は、家庭内ＬＡＮアクセスポイント４０と
、分電盤５０と、ＣＴセンサ５２－１～５２－ｎと、スマートタップ中継器６０と、スマ
ートタップ６２－１～６２－ｎと、負荷機器６４－１～６４－ｎと、を含むことができる
。
【００２３】
　電力管理装置１０は、電力管理システム１に接続された負荷機器の消費電力の情報を取
得して、当該情報を適宜処理してから、端末２０およびＰＣ３０のうち少なくとも１つに
おいて表示するために出力する。電力管理装置１０における内部機能の構成については後
述する。電力管理装置１０は、消費電力の情報を取得し、処理し、出力する以外にも、電
力の管理に係る各種の制御を行うこともできるが、本実施形態においては、前述の制御に
ついて重点的に説明する。
【００２４】
　端末２０は、例えば携帯電話、スマートフォン、タブレット型ＰＣ、または専用端末等
とすることができる。本実施形態においては、端末２０は、電力管理装置１０から出力さ
れる情報を表示するのに用いる。このため、端末２０は、例えば液晶ディスプレイまたは
有機ＥＬディスプレイなどにより構成される表示部を備えるものとするのが好適である。
【００２５】
　ＰＣ３０は、デスクトップＰＣまたはノート型ＰＣ等、任意のコンピュータとすること
ができる。本実施形態においては、ＰＣ３０も、電力管理装置１０から出力される情報を
表示するのに用いる。このため、ＰＣ３０も、例えば液晶ディスプレイまたは有機ＥＬデ
ィスプレイなどにより構成される表示部を備えるものとするのが好適である。
【００２６】
　家庭内ＬＡＮアクセスポイント４０は、例えば家屋内などのローカルエリアにおいて、
有線または無線によるネットワークを中継する基地局により構成することができる。上述
した電力管理装置１０は、家庭内ＬＡＮアクセスポイント４０を経ることにより、負荷機
器の消費電力の情報などを受信したり、処理した消費電力の情報などを端末２０および／
またはＰＣ３０に向けて出力したりすることができる。
【００２７】
　分電盤５０は、家庭内に供給される電力を例えば各部屋などに分配（分岐）する。分電
盤５０においては、漏電遮断器（漏電ブレーカ）および配線用遮断器（安全ブレーカ）な
どが１つにまとめられ、さらに電流制限器（アンペアブレーカ）を取付ける設置スペース
（リミッタスペース）が設けられているものもある。
【００２８】
　本実施形態において、分電盤５０において分岐された電力の供給経路に対して、それぞ
れ必要に応じてＣＴセンサ５２－１～５２－ｎを設置する。これにより、電力管理装置１
０は、分電盤５０において分岐された電力の情報を、当該分岐された電力ごとに取得する
ことができる。図１においては、例として、分電盤５０において分岐された電力の供給経
路に対して、３つのＣＴセンサを設置してあるが、分電盤５０において分岐された電力の
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供給経路の数等に応じて、任意の数のＣＴセンサを設置することができる。
【００２９】
　スマートタップ中継器６０は、スマートタップ６２－１～６２－ｎと通信することによ
り、負荷機器６４－１～６４－ｎそれぞれの消費電力の情報を収集する。スマートタップ
６２－１～６２－ｎは、負荷機器６４－１～６４－ｎそれぞれに設置され、それぞれの負
荷機器の消費電力の情報を取得する。このようにして、スマートタップ中継器６０が収集
した負荷機器６４－１～６４－ｎそれぞれの消費電力の情報は、家庭内ＬＡＮアクセスポ
イント４０を経ることにより、電力管理装置１０に送信される。これにより、電力管理装
置１０は、負荷機器１～ｎの消費電力の情報を、当該負荷機器ごとに取得することができ
る。
【００３０】
　ここで、スマートタップ６２は、負荷機器６４のプラグ（コンセントの差し込みプラグ
）と、電力が供給されるソケット（コンセントのプラグ受け（レセプタクル））との間に
取り付けられる。スマートタップ６２は、負荷機器６４のプラグと電力供給のソケットと
を中継するように取り付けられることにより、その位置の電圧および電流を検出し、その
検出結果から消費電力を算出して、その算出結果をスマートタップ中継器６０に送信する
。このため、スマートタップ６２は、負荷機器６４のプラグとソケットとの間の電気的接
続をするＡＣアダプタ部、ＡＣ１００Ｖ系の電力測定部を備えている。また、スマートタ
ップ６２は、測定結果等の通信を行うための無線部およびアンテナ、ならびに、これらス
マートタップ内部の回路を駆動するためのＤＣ電源を生成するＡＣ／ＤＣ変換部も備えて
いる。
【００３１】
　図１において、電力管理システム１の各機能部が情報の送受信を行う際の通信は、有線
によるものとすることも、無線によるものとすることもできる。しかしながら、端末２０
およびＰＣ３０と家庭内ＬＡＮアクセスポイント４０との間、ならびに、スマートタップ
中継器６０とスマートタップ６２－１～６２－ｎとの間は、無線通信とするのが好適であ
る。このようにすれば、端末２０およびＰＣ３０は、家庭内ＬＡＮアクセスポイントのエ
リア内であれば、どこでも電力管理装置１０からの情報を受信することができる。また、
そのようにすれば、スマートタップ６２－１～６２－ｎを負荷機器６４－１～６４－ｎの
それぞれに設置する際に、スマートタップ中継器６０との通信に必要な配線について考慮
する必要もない。
【００３２】
　図２は、図１に示した電力管理システム１のうち、電力管理装置１０、端末２０、およ
びＰＣ３０の内部構成を概略的に示す機能ブロック図である。図２に示すように、電力管
理装置１０は、ＣＴ計測処理部１１、タップ計測処理部１２、制御部１３、記憶部１４、
データ送受信部１５、および画面生成部１６を備えている。
【００３３】
　ＣＴ計測処理部１１は、ＣＴセンサ５２－１～５２－ｎにより検出した分電盤５０にお
いて分岐された電力の情報を取得し、当該取得した情報を処理する。ＣＴセンサ５２－１
～５２－ｎからの情報を無線通信により取得する場合、ＣＴ計測処理部１１は、データ送
受信部およびアンテナなどの無線通信に必要な機能部を備えるようにする。この場合、Ｃ
Ｔセンサ５２－１～５２－ｎにおいても、データ送受信部およびアンテナなどの無線通信
に必要な機能部が必要になる。また、ＣＴセンサ５２－１～５２－ｎからの情報を有線の
通信により取得する場合、ＣＴ計測処理部１１は、ＣＴセンサ５２－１～５２－ｎからの
ケーブルを接続するためのコネクタ等のインタフェースを備えている。
【００３４】
　また、ＣＴ計測処理部１１は、ＣＴセンサ５２－１～５２－ｎが検出した結果を受信し
、当該検出結果を必要に応じて処理する。具体的には、例えば、ＣＴセンサ５２－１～５
２－ｎが検出した結果が直接的に消費電力を表すものでない場合、ＣＴ計測処理部１１は
、検出結果に各種の演算処理などを施すことにより、ＣＴ計測処理部１１から消費電力の
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情報が出力されるようにする。また、ＣＴ計測処理部１１は、例えば、消費電力の瞬時値
から消費電力の積算値が出力されるようにする。
【００３５】
　さらに、ＣＴ計測処理部１１は、ＣＴセンサ５２－１～５２－ｎが検出した結果を受信
する際には、当該ＣＴセンサ５２－１～５２－ｎそれぞれの識別情報も取得する。この識
別情報により、ＣＴ計測処理部１１は、ＣＴセンサが検出した消費電力の情報は、ＣＴセ
ンサ５２－１～５２－ｎのいずれにおいて取得された情報に基づくものなのか識別するこ
とができる。このようにして、ＣＴ計測処理部１１が受信して処理した消費電力の情報は
、制御部１３に供給される。
【００３６】
　タップ計測処理部１２は、スマートタップ６２－１～６２－ｎにより検出した負荷機器
６４－１～６４－ｎの消費電力の情報を、スマートタップ中継器６０および家庭内ＬＡＮ
アクセスポイント４０を経て取得し、当該取得した情報を処理する。スマートタップ６２
－１～６２－ｎからの情報を無線通信により取得する場合、スマートタップ中継器６０は
、データ送受信部およびアンテナなどの無線通信に必要な機能部を備えるようにする。ま
た、スマートタップ中継器６０からの情報を無線通信により取得する場合、タップ計測処
理部１２は、データ送受信部およびアンテナなどの無線通信に必要な機能部を備えるよう
にする。
【００３７】
　また、タップ計測処理部１２は、スマートタップ６２－１～６２－ｎが検出した結果を
受信し、当該検出結果を必要に応じて処理する。具体的には、例えば、スマートタップ６
２－１～６２－ｎが検出した結果が直接的に消費電力を表すものでない場合、タップ計測
処理部１２は、検出結果に各種の演算処理などを施すことにより、タップ計測処理部１２
から消費電力の情報が出力されるようにする。また、タップ計測処理部１２は、例えば、
消費電力の瞬時値から消費電力の積算値が出力されるようにする。
【００３８】
　さらに、タップ計測処理部１２は、スマートタップ６２－１～６２－ｎが検出した結果
を受信する際には、当該スマートタップ６２－１～６２－ｎそれぞれの識別情報も取得す
る。この識別情報により、タップ計測処理部１２は、スマートタップが検出した消費電力
の情報は、スマートタップ６２－１～６２－ｎのいずれにおいて取得された情報に基づく
ものなのか識別することができる。このようにして、タップ計測処理部１２が受信して処
理した消費電力の情報は、制御部１３に供給される。
【００３９】
　本実施形態においては、ＣＴセンサ５２－１～５２－ｎ、およびスマートタップ６２－
１～６２－ｎが、本発明に係る電力検出部を構成する。本発明に係る電力検出部は、それ
ぞれが直接的に消費電力を検出する要素ではない場合でも、ＣＴ計測処理部１１またはタ
ップ計測処理部１２を経ることにより、このような検出結果は制御部１３に対して消費電
力の情報として出力される。したがって、いずれの場合も、ＣＴセンサ５２－１～５２－
ｎ、およびスマートタップ６２－１～６２－ｎを、本発明に係る電力検出部と総称する。
【００４０】
　制御部１３は、電力管理装置１０の全体を制御する。特に、本実施形態において、制御
部１３は、家庭内の負荷機器の消費電力の情報を、当該消費電力の情報を検出した電力検
出部の識別情報とともに取得する。具体的には、制御部１３は、ＣＴセンサ５２－１～５
２－ｎが検出した結果に基づく分電盤５０における消費電力の情報を、ＣＴ計測処理部１
１から受信する。また、制御部１３は、スマートタップ６２－１～６２－ｎが検出した結
果に基づく負荷機器６４－１～６４－ｎの消費電力の情報を、タップ計測処理部１２から
受信する。さらに、上述したように、ＣＴセンサ５２－１～５２－ｎおよびスマートタッ
プ６２－１～６２－ｎからそれぞれの消費電力の情報を取得する際には、ＣＴセンサ５２
－１～５２－ｎおよびスマートタップ６２－１～６２－ｎの識別情報もそれぞれ取得する
。
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【００４１】
　また、本発明に係る電力検出部は、上述したＣＴセンサ５２－１～５２－ｎ、およびス
マートタップ６２－１～６２－ｎに限定されるものではない。家庭内における負荷機器な
どの消費電力を検出できる要素であれば、任意のものとすることができる。例えば、近年
、家電製品において消費電力を検出し、当該検出結果を無線通信などにより通知する機能
が当該家電製品に備わっているものがある。このような家電製品には、いわゆるスマート
家電と称されるもの、および、例えばECHONET Liteのようなプロトコルに準拠したもの等
がすでに知られている。このように、電力管理装置１０において、制御部１３は、負荷機
器６４の消費電力を検出する少なくとも２種類の電力検出部（５２，６２）のうち、少な
くともいずれかにより検出した消費電力の情報を、当該電力検出部（５２，６２）の識別
情報とともに取得する。
【００４２】
　この場合、制御部１３は、負荷機器６４のプラグとソケットとを中継する例えばスマー
トタップのような電力検出部６２が検出した消費電力の情報を取得するのが好適である。
　また、制御部１３は、分電盤５０の電流を検出する例えばＣＴセンサのような電力検出
部５２が検出した消費電力の情報を取得するのが好適である。さらに、制御部１３は、負
荷機器６４に備えられ当該負荷機器６４の消費電力を検出する（例えばECHONET Lite等の
プロトコルに準拠した）電力検出部が検出した消費電力の情報を取得するのが好適である
。
【００４３】
　また、制御部１３は、電力検出部（５２，６２）が検出した消費電力の情報とともに取
得した識別情報に基づいて、当該電力検出部（５２，６２）の種類に応じた表示態様で表
示可能に出力するために、必要なデータ処理を行う。このため、制御部１３は、電力検出
部が検出した消費電力の情報を、当該検出した電力検出部の識別情報と関連付けるように
制御するのが好適である。このようにすれば、制御部１３は、電力検出部が検出した消費
電力の情報が、いずれの電力検出部において検出された情報かを識別することができる。
さらに、本実施形態において、制御部１３は、各電力検出部の識別情報に基づいて、電力
検出部が検出した消費電力の情報に、画像または文字列の情報を関連付けてデータ処理を
行うようにするのが好適である。このように、消費電力の情報に、画像または文字列の情
報を関連付けることにより、端末２０およびＰＣ３０は、電力検出部（５２，６２）の種
類に応じた表示態様で消費電力の情報を表示することができる。消費電力の情報に、画像
または文字列の情報を関連付けるデータ処理については、さらに後述する。
【００４４】
　記憶部１４は、電力検出部が検出して制御部１３が取得した消費電力の情報などを記憶
する。この場合、制御部１３は、上述したように、電力検出部が検出した消費電力の情報
を、当該検出した電力検出部の識別情報と関連付けて記憶部１４に記憶するように制御す
るのが好適である。
【００４５】
　データ送受信部１５は、端末２０のデータ要求および端末２０の機器情報などを、当該
端末２０から受信する。また、データ送受信部１５は、端末２０からのデータ要求に応じ
て、制御部１３の制御により、記憶部１４に記憶された情報を読み出して、端末２０に送
信する。データ送受信部１５は、端末２０と無線通信を行う場合、無線通信部およびアン
テナなどの無線通信に必要な機能部を備えるようにする。
【００４６】
　画面生成部１６は、制御部１３の制御により、記憶部１４に記憶された情報を読み出し
て、ＰＣ３０において例えばウェブブラウザによって表示する画面を構成するためのウェ
ブページデータを生成する。また、画面生成部１６は、ＰＣ３０からのアクセス要求に応
じて、制御部１３の制御により、生成したウェブページデータを、ＰＣ３０に送信する。
【００４７】
　また、図２に示すように、端末２０は、データ送受信部２２、画面生成部２４、および
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表示部２６を備えている。端末２０は、図１において説明したように、スマートフォンま
たはタブレット型ＰＣなど各種の端末とすることができる。したがって、これらの端末に
特徴的な各種の機能を備えるものとすることができるが、本実施の形態においては、主に
表示関連の説明をするため、その他の各種機能を実現するための構成についての説明は省
略する。
【００４８】
　スマートフォンおよびタブレット型ＰＣなどのような端末は、アプリケーションソフト
ウェア（以下、単にアプリケーションと記す）によって、各種の機能が提供されることが
多い。したがって、上述したＰＣ３０においてウェブブラウザによって表示するような画
面を構成する機能を、アプリケーションに担わせることができる。このようなアプリケー
ションにより、端末２０は、電力管理装置１０から消費電力の情報および当該消費電力を
検出した電力検出部の識別情報などを受信するのみで、端末２０側で画面を構成して表示
することができる。
【００４９】
　データ送受信部２２は、電力管理装置１０のデータ送受信部１５と通信する。具体的に
は、データ送受信部２２は、端末２０からのデータ要求および端末２０の機器情報などを
、電力管理装置１０のデータ送受信部１５に送信する。また、データ送受信部２２は、電
力管理装置１０のデータ送受信部１５から、各電力検出部の消費電力の情報および当該電
力検出部の識別情報などを受信する。したがって、データ送受信部２２は、電力管理装置
１０と無線通信を行う場合、無線通信部およびアンテナなどの無線通信に必要な機能部を
備えるようにする。
【００５０】
　画面生成部２４は、アプリケーションに基づく制御により、電力管理装置１０からデー
タ送受信部２２が受信した各電力検出部の消費電力の情報および当該電力検出部の識別情
報に基づいて、表示部２６に表示するためのデータを生成する。
【００５１】
　表示部２６は、例えば液晶ディスプレイまたは有機ＥＬディスプレイなどにより構成す
ることができる。これにより、端末２０は、電力管理装置１０から出力される情報を、表
示部２６に表示することができる。
【００５２】
　また、図２に示すように、ＰＣ３０は、表示部３２を備えている。ＰＣ３０は、図１に
おいて説明したように、デスクトップＰＣまたはノート型ＰＣ等、各種のコンピュータと
することができる。したがって、ＰＣ３０は、これらのコンピュータに特徴的な各種の機
能を備えるものとすることができるが、本実施の形態においては、主に表示関連の説明を
するため、その他の各種の機能を実現するための構成についての説明は省略する。ＰＣ３
０は、電力管理装置１０と無線通信行う場合、無線通信部およびアンテナなどの無線通信
に必要な機能部を備えるようにする。
【００５３】
　表示部３２は、上述した表示部２６と同様に、例えば液晶ディスプレイまたは有機ＥＬ
ディスプレイなどにより構成することができる。これにより、ＰＣ３０は、電力管理装置
１０から出力される情報を、表示部３２に表示することができる。
【００５４】
　ＰＣ３０は、電力管理装置１０から送信されるウェブページデータを受信することがで
きるため、ＰＣ３０においてウェブブラウザを起動することにより、電力管理装置１０か
ら出力された消費電力の情報を表示部３２に表示することができる。
【００５５】
　次に、電力管理装置１０が行う処理について説明する。
【００５６】
　図３および４は、電力管理装置１０による処理を説明するフローチャートである。図３
は、図１に示した電力管理システム１において、電力管理装置１０が電力検出部（５２，
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６２）から消費電力の情報を収集したデータを端末２０またはＰＣ３０に送信するために
出力する処理を説明している。
【００５７】
　図３に示す処理が開始するに際し、端末２０は、例えば家庭内などに設置された負荷機
器の消費電力の状態を表示するためのアプリケーションを起動して、当該消費電力の状態
を表示するための情報要求を、電力管理装置１０に送信するものとする。また、ＰＣ３０
は、例えば家庭内などに設置された負荷機器の消費電力の状態を表示するためのウェブペ
ージにアクセスするためのウェブブラウザを起動して、当該消費電力の状態を表示するた
めの情報要求を、電力管理装置１０に送信するものとする。
【００５８】
　図３に示す処理が開始すると、電力管理装置１０の制御部１３は、各電力検出部（５２
，６２）が検出した消費電力の情報を、当該電力検出部（５２，６２）の識別情報ととも
に取得するように制御する（ステップＳ１１）。具体的には、制御部１３は、電力管理装
置１０が、ＣＴセンサ５２－１～５２－ｎが検出した分電盤５０において分岐された電力
の情報を、当該ＣＴセンサ５２－１～５２－ｎの識別情報とともに取得するように制御す
る。また、制御部１３は、電力管理装置１０が、スマートタップ６２－１～６２－ｎが検
出した負荷機器６４－１～６４－ｎの消費電力の情報を、当該スマートタップ６２－１～
６２－ｎの識別情報とともに取得するように制御する。
【００５９】
　ステップＳ１１において消費電力などの情報を取得したら、制御部１３は、各電力検出
部が検出した消費出力の情報を、それぞれの電力検出部の識別情報と関連付けて、記憶部
１４に記憶するように制御する（ステップＳ１２）。
【００６０】
　ステップＳ１２において各情報が記憶部１４に記憶されたら、制御部１３は、記憶され
た情報に基づいて、端末２０およびＰＣ３０などで表示するためのデータを生成する（ス
テップＳ１３）。ステップＳ１３においては、例として、ウェブブラウザで表示するため
のウェブページデータを生成する場合について説明している。
【００６１】
　ステップＳ１３においてデータを生成する際、制御部１３は、各電力検出部の識別情報
に基づいて、電力検出部が検出した消費電力の情報に、画像または文字列の情報を関連付
けてデータ処理を行うようにする。
【００６２】
　すなわち、制御部１３は、消費電力の情報が、当該消費電力を検出した電力検出部（５
２，６２）に対応する例えばアイコンのような画像に関連付けて表示されるように出力す
るのが好適である。例えば、消費電力を検出した電力検出部がＣＴセンサである場合は、
当該電力検出部であるＣＴセンサ５２が検出した消費電力の情報に、ＣＴセンサを示唆す
るようなアイコンのような画像の情報を関連付ける。同様に、消費電力を検出した電力検
出部がスマートタップである場合は、当該電力検出部であるスマートタップ６２が検出し
た消費電力の情報に、スマートタップを示唆するようなアイコンのような画像の情報を関
連付ける。これにより、端末２０およびＰＣ３０において消費電力の情報を表示する際に
は、当該消費電力を検出した電力検出部がＣＴセンサ５２またはスマートタップ６２のい
ずれであるかも併せて表示することができる。
【００６３】
　また、制御部１３は、消費電力の情報が、当該消費電力を検出した電力検出部（５２，
６２）に対応する例えば機器の名前とすることができる文字列に関連付けて表示されるよ
うに出力するのが好適である。例えば、消費電力を検出した電力検出部がＣＴセンサであ
る場合は、当該電力検出部であるＣＴセンサ５２が検出した消費電力の情報に、「ＣＴセ
ンサ１」または「ＣＴセンサＡ」などのような文字列の情報を関連付ける。同様に、消費
電力を検出した電力検出部がスマートタップである場合は、当該電力検出部であるスマー
トタップ６２が検出した消費電力の情報に、例えば「リビングのスマートタップ」または
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「エアコン用スマートタップ」などのような文字列の情報を関連付ける。これにより、端
末２０およびＰＣ３０において消費電力の情報を表示する際には、当該消費電力を検出し
た電力検出部がＣＴセンサ５２－１～５２－ｎのいずれであるか、またはスマートタップ
６２－１～６２－ｎのいずれであるかも併せて表示することができる。
【００６４】
　さらに、制御部１３は、端末２０およびＰＣ３０において消費電力の情報を表示する際
、消費電力の情報が一列に並んで表示されるようにするなど、ユーザにとって見易い態様
で表示されるようにデータ処理してから出力するのが好適である。
【００６５】
　ステップＳ１３においてデータの生成が完了したら、制御部１３は、電力管理装置１０
が端末２０から情報要求を受信したか否かを判定する（ステップ１４）。すなわち、ステ
ップＳ１４では、消費電力の状態を表示するためのアプリケーションを有する装置（例え
ば端末２０）からのアクセスであるか否かを判断する。ステップＳ１４において端末２０
から情報要求を受信していない場合、制御部１３は、電力管理装置１０がＰＣ３０から情
報要求を受信したか否かを判定する（ステップ１５）。
【００６６】
　ステップＳ１５においてＰＣ３０から情報要求を受信した場合、制御部１３は、ステッ
プＳ１３において生成したウェブページデータを当該ＰＣ３０に出力（送信）するように
制御する（ステップＳ１６）。これにより、情報管理装置１０に情報要求を送信したＰＣ
３０は、消費電力の情報を表示部３２に表示することができる。
【００６７】
　一方、ステップＳ１４において端末２０から情報要求を受信した場合、制御部１３は、
ステップ１２において記憶部１２に記憶したデータを読み出して、当該端末２０に出力（
送信）するように制御する（ステップＳ１７）。これにより、情報管理装置１０に情報要
求を送信した端末２０は、消費電力の情報を表示部２６に表示することができる。
【００６８】
　次に、電力管理装置１０が電力検出部（５２，６２）から消費電力の情報を収集したデ
ータを端末２０またはＰＣ３０に表示した後に、ユーザの所望に応じて当該表示を変更す
る処理を説明する。
【００６９】
　本実施形態に係る電力管理装置１０は、端末２０またはＰＣ３０におけるユーザの操作
入力に基づいて、表示部２６，３２に表示されている消費電力の情報の表示態様を変更す
ることができる。
【００７０】
　例えば、端末２０またはＰＣ３０の表示部２６，３２において、消費電力の情報を一列
に列挙して表示する場合、例えばＣＴセンサ５２の消費電力の情報とスマートタップ６２
の情報とがそれぞれ複数混在して表示すると、ユーザにとって見難い表示になり得る。こ
のような場合、電力管理装置１０は、ユーザとって見易い表示になるように消費電力の情
報をデータ処理して出力するのが望ましい。
【００７１】
　例えば、あるユーザが、スマートタップ６２が検出した消費電力の情報の表示の方が、
ＣＴセンサ５２が検出した消費電力の情報の表示よりも優先的にまとめて表示されるよう
な、いわゆるソートされた表示を望むこともあり得る。また、例えば、あるユーザが、全
ての電力検出部の中で消費電力の高いものを知りたい場合や、子供部屋に分電される電気
の消費電力の情報のみをチェックしたい場合も想定される。したがって、このような場合
、ユーザが選択に基づいて、電力検出部の消費電力の情報を、所定の条件に従って並べ替
えて表示部２６，３２に表示させる。
【００７２】
　また、例えば、端末２０またはＰＣ３０の表示部２６，３２において、消費電力の情報
が表示される電力検出部が多数になると、列挙して一画面に表示できないなど、ユーザに
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とって見難い表示となるおそれがある。例えば、あるユーザが、キッチンに設置されたス
マートタップが検出した消費電力の情報のみをチェックしたい場合や、子供部屋に分電さ
れる電気の消費電力の情報のみをチェックしたい場合も想定される。したがって、このよ
うな場合、ユーザが選択した電力検出部の消費電力の情報のみを表示部２６，３２に表示
させる。
【００７３】
　図４は、端末２０またはＰＣ３０において消費電力の情報の表示態様を変更して表示す
るために、電力管理装置１０が行う処理を説明するフローチャートである。図４に示す処
理は、図３に示したステップＳ１３においてウェブページデータを生成する際にサブステ
ップとして行うこともできるし、図３に示した処理の全体と並行または連続して行っても
よい。
【００７４】
　図４に示す処理が開始すると、制御部１３は、端末２０またはＰＣ３０において所定数
の電力検出部が選択される入力がなされたか否かを判定する（ステップＳ２１）。具体的
には、制御部１３は、端末２０またはＰＣ３０の表示部２６，３２に表示された消費電力
の情報を検出した電力検出部の中から、ユーザが少なくとも１つの電力検出部を選択する
操作入力がなされた旨の情報を、電力管理装置１０が受信したか否かを判定する。
【００７５】
　端末２０においては、例えば表示部２６がタッチパネルで構成されている場合は、消費
電力の情報が表示された箇所にユーザがタッチするのを検出することにより、当該消費電
力を検出した電力検出部が選択された入力として処理することができる。例えば、端末２
０は、表示部２６において電力検出部を選択するためにユーザがタッチパネルをタッチす
る入力を検出して、電力検出部を表す画像または文字列が選択されたような表示を行い、
このような選択を確定させる操作入力を検出する。また、ＰＣ３０においては、例えば表
示部３２に表示された消費電力の情報をユーザがマウスなどの入力デバイスを用いて選択
する操作を検出することにより、当該消費電力を検出した電力検出部が選択された入力と
して処理することができる。
【００７６】
　ステップＳ２１において所定数の電力検出部が選択されて確定されたら、制御部１３は
、選択された電力検出部が検出した消費電力の情報を用いてウェブページデータを生成す
る（ステップＳ２２）。すなわち、制御部１３は、消費電力の情報のうち、所定数だけ選
択されたものが表示されるように出力する。また、制御部１３は、消費電力の情報が一列
に並んで表示されるように出力するのが好適である。これにより、電力管理装置１０から
出力されるウェブページデータをＰＣ３０に送信すると、ＰＣ３０は、選択された電力検
出部の消費電力の情報のみを表示部３２に表示することができる。
【００７７】
　ここで、端末２０は、ステップＳ２２で生成したウェブページデータに基づいて、選択
された電力検出部の消費電力の情報のみを受信して表示部２６に表示してもよい。あるい
は、端末２０は、図３のステップＳ１２で記憶した全ての電力検出部の消費電力の情報を
受信した上で、端末２０のアプリケーションの制御によって、選択された電力検出部の消
費電力の情報のみを表示部３２に表示してもよい。
【００７８】
　次に、制御部１３は、端末２０またはＰＣ３０において、表示された消費電力の情報を
検出した電力検出部が所定の条件に従って並べ替えられる入力がなされたか否かを判定す
る（ステップＳ２３）。具体的には、制御部１３は、端末２０またはＰＣ３０の表示部２
６，３２に表示された消費電力の情報を検出した電力検出部においてユーザが例えばスマ
ートタップでソートする操作入力がなされた旨の情報を、電力管理装置１０が受信したか
否かを判定する。
【００７９】
　端末２０においては、例えば表示部２６がタッチパネルで構成されている場合は、消費
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電力の情報が一覧表示された各項目の上部にソートボタンをさらに表示して、当該ソート
ボタンにユーザがタッチするのを検出するようにできる。これにより、端末２０は、表示
される消費電力の情報を当該項目についてソートする入力として処理することができる。
また、ＰＣ３０においては、例えば表示部３２に表示されたソートボタンをユーザがマウ
スなどの入力デバイスを用いてクリックする操作を検出することにより、ソートの入力と
して処理することができる。
【００８０】
　ステップＳ２３において電力検出部をソートする入力が検出されたら、制御部１３は、
消費電力の情報を検出した電力検出部をソートしたデータを用いてウェブページデータを
生成する（ステップＳ２４）。すなわち、制御部１３は、消費電力の情報が所定の条件に
従って並べ替えて表示されるように出力する。これにより、電力管理装置１０から出力さ
れるウェブページデータをＰＣ３０に送信すると、ＰＣ３０は、ソートされた電力検出部
の消費電力の情報を表示部３２に表示することができる。
【００８１】
　ここで、端末２０は、ステップＳ２２で生成したウェブページデータに基づいて、ソー
トされた電力検出部の消費電力の情報を受信して表示部２６に表示してもよい。あるいは
、端末２０は、図３のステップＳ１２で記憶した全ての電力検出部の消費電力の情報を受
信した上で、端末２０のアプリケーションの制御によって、ソートした電力検出部の消費
電力の情報を表示部３２に表示してもよい。
【００８２】
　次に、上述した電力管理装置１０による処理によって、端末２０またはＰＣ３０におい
て表示される消費電力の情報の具体例について説明する。
【００８３】
　図５は、各電力検出部（５２，６２）が検出した消費電力の情報を、端末２０の表示部
２６またはＰＣ３０の表示部３２に表示した具体例を示す図である。
【００８４】
　図５に示すように、表示部２６，３２の右側の領域１１０には、電力管理装置１０が管
理する各種の電力情報が表示されている。領域１１０の上部には、日付および時刻などの
情報の他に、電力管理装置１０が設置された家の現在の消費電力が９．５３ｋＷであるこ
とが、イラストを用いて見易く表示してある。図５に示す例では、家の消費電力９．５３
ｋＷを賄うために、３．８１ｋＷの電力を自家発電し、また二次電池からは１．４３ｋＷ
の電力を放電し、さらに電力系統から４．２９ｋＷの電力を買電している様子が分かり易
く表示してある。また、発電電力３．８１ｋＷのうち、太陽光発電は現在０．００ｋＷで
あり、燃料電池による発電が３．８１ｋＷであることが示されている。さらに、１．４３
ｋＷを放電している二次電池の蓄電システムの充放電状況として、現在の二次電池の残量
が５０％であることも示されている。また、領域１１０の下部には、本日ぶんの電気料金
が５１２円に相当し、この金額は前日比で４４８円のマイナスであり、今月ぶんの電気料
金が４８１０円に相当し、この金額は前月比で４８１０円のプラスであることが示されて
いる。
【００８５】
　表示部２６，３２の左側から中央にわたる領域１２０は、アイコン表示領域１３０と、
内容表示領域１４０と、により構成されている。領域１２０において、アイコン表示領域
１３０に表示されたアイコンのうちいずれかが選択される入力に応じて、当該アイコンに
対応する内容が、内容表示領域１４０に表示される。
【００８６】
　アイコン表示領域１３０には、エネルギーレポート１３１、消費電力ナビ１３２、エネ
ルギー家計簿１３３、システムステータス１３４、ＥＣＯチェック１３５、および各種設
定１３６、のアイコンが表示されている。これらのうちいずれかのアイコンがユーザによ
って選択されると、選択されたアイコンの機能に対応する内容が、内容表示領域１４０に
表示される。表示部２６，３２がタッチパネルにより構成されている場合は、ユーザがそ
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れぞれのアイコンにタッチする入力を検出することができる。以下、表示部２６，３２が
タッチパネルにより構成されている場合の例について説明する。
【００８７】
　図５に示す例では、アイコン表示領域１３０において消費電力ナビ１３２が選択され、
この消費電力ナビの内容が内容表示領域１４０に表示されている。以下、上述した本実施
形態を実現する典型的な例として、電力管理装置１０が管理する各負荷機器の消費電力な
どの情報をまとめて参照できる「消費電力ナビ」の機能について説明する。
【００８８】
　図５に示すように、消費電力ナビにおいては、電力管理装置１０が管理する各負荷機器
の消費電力などの情報を一覧表示することができる。図５に示す例では、内容表示領域１
４０において、電力検出部（５２，６２）が検出した消費電力の情報が表示されている。
内容表示領域１４０においては、各行において、左から右に、（１）電力検出部に対応す
るアイコン、（２）電力検出部に対応する文字列、（３）電力検出部が検出した消費電力
の数値、がそれぞれ順に表示してある。内容表示領域１４０において、消費電力等の情報
を表示する行が多数になる場合、領域１４０の画面に表示しきれないことも想定される。
このような場合、表示部２６，３２に対するユーザのスライドまたはフリックのような操
作を検出することにより、表示されていない行を表示できるようにするのが好適である。
また、図６に示す例における内容表示領域１４０のように、スクロールバー１９０を表示
することにより、当該スクロールバー１９０に対するユーザのスライドまたはフリックを
検出することにより、表示されていない行を表示できるようにしてもよい。
【００８９】
　本実施形態では、電力検出部（５２，６２）のうち、ＣＴセンサ５２－１～５２－ｎが
検出した消費電力と、スマートタップ６２－１～６２－ｎが検出した消費電力とが、容易
に区別できるようなアイコン表示を行う。図５において、ＣＴセンサ５２－１～５２－ｎ
が検出した消費電力は、１５０－１，１５０－２，および１５０－３のアイコンが付され
ている。これにより、ユーザは、当該消費電力がＣＴセンサで検出したものであると、一
見して容易に把握することができる。また、図５において、スマートタップ６２－１～６
２－ｎが検出した消費電力は、１６０－１，１６０－２，および１６０－３のアイコンが
付されている。これにより、ユーザは、当該消費電力がスマートタップで検出したもので
あると、一見して容易に把握することができる。
【００９０】
　また、本実施形態では、電力検出部（５２，６２）が検出した消費電力の情報に、文字
列情報を付加する。図５において、ＣＴセンサのアイコン１５０－１が付された消費電力
の情報には、「分岐センサー０６」の文字列１５２－１が付されている。また、ＣＴセン
サのアイコン１５０－２が付された消費電力の情報には、「リビングの照明」の文字列１
５２－２が付されている。さらに、ＣＴセンサのアイコン１５０－３が付された消費電力
の情報には、「分岐センサー０２」の文字列１５２－３が付されている。また、図５にお
いて、スマートタップのアイコン１６０－１が付された消費電力の情報には、「コンセン
ト０２」の文字列１６２－１が付されている。また、スマートタップのアイコン１６０－
２が付された消費電力の情報には、「コンセント０１」の文字列１６２－２が付されてい
る。さらに、スマートタップのアイコン１６０－３が付された消費電力の情報には、「コ
ンセント１８」の文字列１６２－３が付されている。これにより、ユーザは、当該消費電
力を検出したＣＴセンサまたはスマートタップを、一見して容易に識別することができる
。
【００９１】
　上述したように、本実施形態においては、ユーザが選択した電力検出部の消費電力の情
報のみを表示部２６，３２に表示させることができる。例えば、内容表示領域１４０にお
いて、消費電力が表示された行のいずれかの位置に対するユーザの接触を検出することに
より、当該消費電力を検出する電力検出部（５２，６２）が選択された旨を示すチェック
マークを付すことができる。図５に示す例においては、１つ目の電力検出部（５２，６２
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）として、分岐センサー０２が選択され、当該選択を示すチェックマーク１７０が表示さ
れた様子を示している。また、すでに選択された電力検出部の位置に対するユーザの接触
を再び検出することにより、当該選択が解除されて、チェックマーク１７０が消去される
ようにしてもよい。
【００９２】
　図５に示す例においては、このような選択を５つまで選び、その後「エネルギーレポー
ト」のボタン１８０に対するユーザの接触を検出することにより、選択された電力検出部
が検出した消費電力の情報のみによる消費電力グラフを表示（カスタム表示）する。図５
においては、カスタム表示を行う際に選択する電力検出部は５つとしてあるが、この機器
数はユーザの所望に応じて変更できるようにするのが好適である。
【００９３】
　また、本実施形態においては、いわゆるソートのように、電力検出部の消費電力の情報
を、所定の条件に従って並べ替えて表示することができる。例えば、図５に示す例におい
て、内容表示領域１４０には、ＣＴセンサにより検出された消費電力の情報と、スマート
タップにより検出された消費電力の情報とが混在して表示されている。このような表示が
された状態で、例えば内容表示領域１４０における「種別」ボタン１４２に対するユーザ
の接触を検出することにより、ＣＴセンサまたはスマートタップの電力検出部の種別に従
ってソートして表示する。図６は、内容表示領域１４０における種別ボタン１４２に対す
るユーザの接触を検出することにより、電力検出部の種別がＣＴセンサでソートされた状
態を示している。ここで、種別ボタン１４２に対するユーザの接触を再度検出することに
より、電力検出部の種別がスマートタップでソートされた状態を表示することができる。
【００９４】
　図５に示す内容表示領域１４０における「設定名」ボタン１４４、および「消費電力」
ボタン１４６についても、同様に対応する項目のソートを行うことができる。例えば、「
設定名」ボタン１４４に対するユーザの接触を検出することにより、消費電力の情報に付
加された文字列情報が、例えば「あいうえお順」、「数字の小さな順」、または「アルフ
ァベット順」等でソートされるようにすることができる。さらに、「設定名」ボタン１４
４に対するユーザの接触が検出されるごとに、例えば「あいうえお順」などの昇順と降順
とを切り替えるようにするのが好適である。さらに、例えば、「消費電力」ボタン１４６
に対するユーザの接触を検出することにより、消費電力の数値が、昇順または降順にソー
トされるようにすることができる。さらに、「消費電力」ボタン１４６に対するユーザの
接触が検出されるごとに、消費電力の数値の昇順と降順とを切り替えるようにするのが好
適である。
【００９５】
　図５に示す例においては、「消費電力」ボタン１４６が選択されて、消費電力の数値が
昇順に表示されている。また、図６に示す例においては、種別ボタン１４２が選択されて
電力検出部の種別がＣＴセンサでソートされ、さらに「消費電力」ボタン１４６が選択さ
れて、消費電力の数値が降順に表示されている。また、このようなソートの選択は、例え
ば、「選択をすべて解除」ボタン１４８に対するユーザの接触を検出することにより、全
て解除されるようにすることができる。
【００９６】
　本発明を諸図面や実施例に基づき説明してきたが、当業者であれば本開示に基づき種々
の変形や修正を行うことが容易であることに注意されたい。したがって、これらの変形や
修正は本発明の範囲に含まれることに留意されたい。例えば、各機能部、各手段、各ステ
ップなどに含まれる機能などは論理的に矛盾しないように再配置可能であり、複数の機能
部やステップなどを１つに組み合わせたり、或いは分割したりすることが可能である。ま
た、上述した本発明の各実施形態は、それぞれ説明した各実施形態に忠実に実施すること
に限定されるものではなく、適宜、各特徴を組み合わせて実施することもできる。
【００９７】
　本明細書では、実施形態として宅内ネットワークのみを挙げたが、電力管理装置がクラ



(16) JP 2014-178201 A 2014.9.25

10

20

30

ウドサーバにデータを保存し、そのような情報を宅外においてスマートフォン等の端末で
表示するようにしても良い。
【００９８】
　また、本明細書では、例として、端末２０はアプリケーションにより消費電力のデータ
を処理し、ＰＣ３０はウェブブラウザによりウェブページを表示する例について説明した
。しかしながら、本発明は、このような構成に限定されるものではなく、例えば端末２０
がウェブブラウザによりウェブページを表示し、ＰＣ３０がアプリケーションにより消費
電力のデータを処理してもよい。すなわち、ＰＣ３０に専用のアプリケーションをインス
トールして、消費電力に関するデータを受信するだけで表示することができるようにして
もよい。また、端末２０がウェブブラウザを起動することができる場合は、当該ブラウザ
でウェブページを表示するようにしてもよい。特に、近年においては、スマートフォンお
よびタブレットＰＣ等の端末は、デスクトップＰＣおよびノートＰＣのようなコンピュー
タとほぼ同様の機能を有するようになっており、上述した実施形態は、典型的な例を複数
挙げたに過ぎない。
【符号の説明】
【００９９】
１　電力管理システム
１０　電力管理装置
１１　ＣＴ計測処理部
１２　タップ計測処理部
１３　制御部
１４　記憶部
１５　データ送受信部
１６　画面生成部
２０　端末
２２　データ送受信部
２４　画面生成部
２６　表示部
３０　コンピュータ（ＰＣ）
３２　画面表示部
４０　家庭内ＬＡＮアクセスポイント
５０　分電盤
５２－１～５２－ｎ　ＣＴセンサ
６０　スマートタップ中継器
６２－１～６２－ｎ　スマートタップ
６４－１～６４－ｎ　負荷機器
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